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(57)【要約】
【課題】自己位置推定値に伴う誤差を修正し、水中航走
体を目標物に高精度で接近させる。
【解決手段】目標物４００を検知する検知手段と自己位
置推定手段１８を搭載した水中航走体１００に目標物４
００の位置を設定して航走させて目標物４００に接近さ
せ、検知手段で目標物４００を検知した検知データを取
得し、検知データを監視手段３０２に無線通信を利用し
て伝送し、監視手段３０２において検知データに基づい
て目標物４００と水中航走体１００との間の位置的誤差
を監視し、位置的誤差がある場合に操作手段４８により
自己位置推定手段１８における自己位置の推定の誤差に
起因する位置的誤差を解消する処理を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　目標物を検知する検知手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体に目標物の位
置を設定して航走させて前記目標物に接近させ、
　前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを取得し、
　前記検知データを監視手段に無線通信を利用して伝送し、
　前記監視手段において前記検知データに基づいて前記目標物と前記水中航走体との間の
位置的誤差を監視し、前記位置的誤差がある場合に操作手段により前記自己位置推定手段
における自己位置の推定の誤差に起因する前記位置的誤差を解消する処理を行うことを特
徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する撮像手段
であり、
　前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記撮像データに基づいた画像を監視
し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤差がある場合に前記操作手段の操
作により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消することを特徴とする水中航走体
の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段の操作によ
り前記画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することを特徴とする水中航走体の自己
位置推定誤差補正方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作手段の
操作により前記位置的誤差を解消することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補
正方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって
、
　前記検知データを水中有線通信により水面に臨んだブイ手段に伝え、さらに前記ブイ手
段から前記監視手段に前記無線通信として電波を利用して前記検知データを伝送すること
を特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって
、
　前記水中航走体が位置計測手段を搭載し、前記目標物との相対的な位置情報を前記監視
手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当って前記位置情報も利用する
ことを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置情報を
取得することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であっ
て、
　前記水中航走体にウェイポイントを設定し、前記自己位置推定手段を使用して前記ウェ
イポイントに向けて前記水中航走体を航走させることを特徴とする水中航走体の自己位置
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推定誤差補正方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって、
　前記監視手段から前記ウェイポイントに到達したと推定される前記水中航走体の位置を
測位し、前記測位の結果に応じて前記監視手段からの指示により前記水中航走体の位置を
修正することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正方法であって
、
　前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に利用す
ることを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正方法。
【請求項１１】
　水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　目標物を検知する検知手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体と、
　前記水中航走体に目標物の位置を設定する位置設定手段と、
　前記水中航走体を操作するための操作手段を有した監視手段と、
　前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを前記監視手段に伝える無線通信手段
と、
　前記目標物と前記水中航走体との間に位置的誤差がある場合、前記検知データに基づい
て監視しながら前記自己位置推定手段における自己位置の推定の誤差に起因する前記水中
航走体の前記位置的誤差を前記操作手段の操作によって解消することを可能にする連係手
段を備えることを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する撮像手段
であり、
　前記連係手段は、前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記撮像データに基
づいた画像を監視し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤差がある場合に
前記操作手段により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消することを可能にする
ことを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段により前記
画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することを可能にすることを特徴とする水中航
走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作手段に
より前記位置的誤差を解消することを可能にすることを特徴とする水中航走体の自己位置
推定誤差補正システム。
【請求項１５】
　請求項１１～１４のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システム
であって、
　水面に臨ませるブイ手段と、前記水中航走体と前記ブイ手段とを結ぶ信号ケーブルとを
さらに備え、前記検知データを前記信号ケーブルを介した水中有線通信により前記ブイ手
段に伝え、前記ブイ手段から前記監視手段に前記無線通信手段で電波を利用して前記検知
データを伝送することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであっ
て、
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　前記水中航走体が位置計測手段を有し、前記位置計測手段による前記目標物との相対的
な位置情報を前記監視手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当って前
記位置情報を利用することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置情報を
取得することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項１８】
　請求項１１から請求項１７のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正
システムであって、
　前記位置設定手段で予め設定されたウェイポイントを記憶する記憶手段を前記水中航走
体に設け、記憶された前記ウェイポイントに従って前記自己位置推定手段を使用して前記
目標物に向け前記水中航走体を航走させることを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤
差補正システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正システムであって、
　前記監視手段に前記水中航走体の位置を測位する測位手段を設け、前記ウェイポイント
に到達したと推定される前記水中航走体の位置を前記測位手段で測位し、前記測位の結果
に応じて前記監視手段から指示して前記水中航走体の位置を修正することを特徴とする水
中航走体の自己位置推定誤差補正システム。
【請求項２０】
　請求項１１から請求項１９のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正
システムであって、
　前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に利用す
る誤差修正手段をさらに備えることを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正シス
テム。
【請求項２１】
　請求項１０から請求項１８のいずれか１項に記載の水中航走体の自己位置推定誤差補正
システムであって、
　前記自己位置推定手段は、慣性航法装置、ドップラー速度計及び深度計の少なくとも１
つを有することを特徴とする水中航走体の自己位置推定誤差補正システム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水中航走体の自己位置推定誤差補正方法及び水中航走体の自己位置推定誤差
補正システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉱物資源をはじめとするあらゆる資源の供給源として海底等の水底が注目を集め
ている。それに伴って、水底調査の必要性も高まりつつある。水底の調査には、音波、レ
ーザ、可視光線等の信号を媒介とするリモートセンシングの手法が一般に用いられるが、
こうした信号には伝搬損失が発生するため、できるだけ水底に近い位置で用いることによ
り高解像度及び高精度の情報が得られる。そこで、水底付近を所望する軌道や姿勢で水中
航走体（例えば潜水艇）を航走させる技術が必要とされている。
【０００３】
　水中探査潜水ロボットに接続されたブイを水面に浮かせ、ブイの位置に基づいて水探査
潜水ロボットを航走制御する技術が開示されている（特許文献１）。水中を走行する水中
ロボットに接続された水面ロボットを水面に浮かせ、水面ロボットを介して水中ロボット
の位置を制御する技術が開示されている（特許文献２）。
【０００４】
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　また、水中を航走する水中ロボットと、水中ロボットと交信する水面に浮かぶ通信ブイ
を複数備えた水中ロボット制御システムであって、３つ以上の通信ブイとの交信によって
水中ロボットの水中での位置を算出する技術が開示されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１９／１８１７５０号
【特許文献２】特表２０１８－５１４４３３号公報
【特許文献３】特開２０１８－２０３１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　水中走行体が自律航走を行うためには、水中での自己位置推定が重要である。しかしな
がら、慣性航法装置等の水中航走体の内部装置によって自己位置推定を行う場合、航走に
伴い自己位置推定値に誤差が蓄積されることが多く、自律航走における高精度の位置制御
の障害となる。
【０００７】
　本発明は、水中航走体によって取得された情報を用いて自己位置推定の誤差補正を行う
ことによって高精度な位置制御の自律航走を実現する水中航走体の自己位置推定誤差補正
方法及び水中航走体の自己位置推定誤差補正システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に対応した水中航走体の自己位置推定誤差補正方法は、目標物を検知する検知
手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体に目標物の位置を設定して航走させて
前記目標物に接近させ、前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを取得し、前記
検知データを監視手段に無線通信を利用して伝送し、前記監視手段において前記検知デー
タに基づいて前記目標物と前記水中航走体との間の位置的誤差を監視し、前記位置的誤差
がある場合に操作手段により前記自己位置推定手段における自己位置の推定の誤差に起因
する前記位置的誤差を解消する処理を行う。
【０００９】
　ここで、前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する
撮像手段であり、前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記撮像データに基づ
いた画像を監視し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤差がある場合に前
記操作手段の操作により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消することが好適で
ある。
【００１０】
　また、前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段の操
作により前記画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することが好適である。
【００１１】
　また、前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作
手段の操作により前記位置的誤差を解消することが好適である。
【００１２】
　また、前記検知データを水中有線通信により水面に臨んだブイ手段に伝え、さらに前記
ブイ手段から前記監視手段に前記無線通信として電波を利用して前記検知データを伝送す
ることが好適である。
【００１３】
　また、前記水中航走体が位置計測手段を搭載し、前記目標物との相対的な位置情報を前
記監視手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当って前記位置情報を利
用することが好適である。
【００１４】
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　また、前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置
情報を取得することが好適である。
【００１５】
　また、前記水中航走体にウェイポイントを設定し、前記自己位置推定手段を使用して前
記ウェイポイントに向けて前記水中航走体を航走させることが好適である。
【００１６】
　また、前記監視手段から前記ウェイポイントに到達したと推定される前記水中航走体の
位置を測位し、前記測位の結果に応じて前記監視手段からの指示により前記水中航走体の
位置を修正することが好適である。
【００１７】
　また、前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に
利用することが好適である。
【００１８】
　請求項１１に対応する水中航走体の自己位置推定誤差補正システムは、目標物を検知す
る検知手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体と、前記水中航走体に目標物の
位置を設定する位置設定手段と、前記水中航走体を操作するための操作手段を有した監視
手段と、前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを前記監視手段に伝える無線通
信手段と、前記目標物と前記水中航走体との間に位置的誤差がある場合、前記検知データ
に基づいて監視しながら前記自己位置推定手段における自己位置の推定の誤差に起因する
前記水中航走体の前記位置的誤差を前記操作手段の操作によって解消することを可能にす
る連係手段を備える。
【００１９】
　ここで、前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する
撮像手段であり、前記連係手段は、前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記
撮像データに基づいた画像を監視し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤
差がある場合に前記操作手段により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消するこ
とを可能にすることが好適である。
【００２０】
　また、前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段によ
り前記画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することを可能にすることが好適である
。
【００２１】
　また、前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作
手段により前記位置的誤差を解消することが好適である。
【００２２】
　また、水面に臨ませるブイ手段と、前記水中航走体と前記ブイ手段とを結ぶ信号ケーブ
ルとをさらに備え、前記信号ケーブルを介した水中有線通信により前記検知データを前記
ブイ手段に伝え、前記ブイ手段から前記監視手段に前記無線通信手段で電波を利用して前
記検知データを伝送することが好適である。
【００２３】
　また、前記水中航走体が位置計測手段を有し、前記位置計測手段による前記目標物との
相対的な位置情報を前記監視手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当
って前記位置情報を利用することが好適である。
【００２４】
　また、前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置
情報を取得することが好適である。
【００２５】
　また、前記位置設定手段で予め設定されたウェイポイントを記憶する記憶手段を前記水
中航走体に設け、記憶された前記ウェイポイントに従って前記自己位置推定手段を使用し
て前記目標物に向け前記水中航走体を航走させることが好適である。
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【００２６】
　また、前記監視手段に前記水中航走体の位置を測位する測位手段を設け、前記ウェイポ
イントに到達したと推定される前記水中航走体の位置を前記測位手段で測位し、前記測位
の結果に応じて前記監視手段から指示して前記水中航走体の位置を修正することが好適で
ある。
【００２７】
　また、前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に
利用する誤差修正手段をさらに備えることが好適である。
【００２８】
　また、前記自己位置推定手段は、慣性航法装置、ドップラー速度計及び深度計の少なく
とも１つを有することが好適である。
【発明の効果】
【００２９】
　請求項１に対応した水中航走体の自己位置推定誤差補正方法によれば、目標物を検知す
る検知手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体に目標物の位置を設定して航走
させて前記目標物に接近させ、前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを取得し
、前記検知データを監視手段に無線通信を利用して伝送し、前記監視手段において前記検
知データに基づいて前記目標物と前記水中航走体との間の位置的誤差を監視し、前記位置
的誤差がある場合に操作手段により前記自己位置推定手段における自己位置の推定の誤差
に起因する前記位置的誤差を解消する処理を行うことによって、水中航走体の自律走行に
おける自己位置の推定の誤差を位置的誤差を監視しつつ操作手段により解消し、監視の精
度や効率を上げることができる。また、水中航走体から監視手段に検知データを無線で伝
送できるため、水中航走体が自由に航走でき広域に亘って作業効率の良い監視が可能とな
る。
【００３０】
　ここで、前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する
撮像手段であり、前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記撮像データに基づ
いた画像を監視し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤差がある場合に前
記操作手段の操作により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消することによって
、実際に撮像された画像の撮像データに基づいて水中航走体を正しい位置に高精度に移動
させることができる。
【００３１】
　また、前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段の操
作により前記画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することによって、画面内に表示
されている目標物に対して水中航走体を高精度に移動させ、正しい位置に臨ませることが
できる。
【００３２】
　また、前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作
手段の操作により前記位置的誤差を解消することによって、画面内に表示されている目標
物に対して水中航走体をリアルタイムに高精度に移動させることができる。
【００３３】
　また、前記検知データを水中有線通信により水面に臨んだブイ手段に伝え、さらに前記
ブイ手段から前記監視手段に前記無線通信として電波を利用して前記検知データを伝送す
ることによって、有線通信により水中での通信を高速化、高容量化すると共に、無線通信
により空中での通信範囲が限定されることを防ぎ、水中航走体の自由度を増すことができ
る。
【００３４】
　また、前記水中航走体が位置計測手段を搭載し、前記目標物との相対的な位置情報を前
記監視手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当って前記位置情報も利
用することによって、水中航走体と目標物との実測された相対的な距離に応じて水中航走
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体の移動制御を行うことができる。
【００３５】
　また、前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置
情報を取得することによって、ステレオ視画像等を用いて水中航走体と目標物との実測さ
れた相対的な距離に応じて水中航走体の移動制御を行うことが、簡単な構成でできる。
【００３６】
　また、前記水中航走体にウェイポイントを設定し、前記自己位置推定手段を使用して前
記ウェイポイントに向けて前記水中航走体を航走させることによって、ウェイポイントに
沿って自律航走させ目標物に接近させると共に、それに起因する位置の誤差を修正しつつ
水中航走体を航走させることができる。
【００３７】
　また、前記監視手段から前記ウェイポイントに到達したと推定される前記水中航走体の
位置を測位し、前記測位の結果に応じて前記監視手段からの指示により前記水中航走体の
位置を修正することによって、監視手段による位置の測位に基づいて水中航走体の位置の
誤差を低減するように航走させることができる。
【００３８】
　また、前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に
利用することによって、位置的誤差の解消結果に基づいて水中航走体の自己位置推定手段
の精度を上げて水中航走体を航走させることができる。
【００３９】
　請求項１１に対応する水中航走体の自己位置推定誤差補正システムによれば、目標物を
検知する検知手段と自己位置推定手段を搭載した前記水中航走体と、前記水中航走体に目
標物の位置を設定する位置設定手段と、前記水中航走体を操作するための操作手段を有し
た監視手段と、前記検知手段で前記目標物を検知した検知データを前記監視手段に伝える
無線通信手段と、前記目標物と前記水中航走体との間に位置的誤差がある場合、前記検知
データに基づいて監視しながら前記自己位置推定手段における自己位置の推定の誤差に起
因する前記水中航走体の前記位置的誤差を前記操作手段の操作によって解消することを可
能にする連係手段を備えることによって、連携手段により水中航走体の自律走行における
自己位置の推定の誤差を監視しつつ操作手段の操作により解消し、監視の精度や効率を上
げることができる。また、水中航走体から監視手段に検知データを無線で伝送できるため
、水中航走体が自由に航走でき広域に亘って作業効率の良い監視が可能となる。
【００４０】
　ここで、前記検知手段は、画像を撮像した撮像データを前記検知データとして取得する
撮像手段であり、前記連係手段は、前記監視手段に設けた画像表示手段に表示される前記
撮像データに基づいた画像を監視し、前記目標物と前記水中航走体との間に前記位置的誤
差がある場合に前記操作手段により前記画像を監視しながら前記位置的誤差を解消するこ
とを可能にすることによって、実際に撮像された画像の撮像データに基づいて水中航走体
を正しい位置に高精度に移動させることができる。
【００４１】
　また、前記目標物が前記画像表示手段の画面内に入っている場合に、前記操作手段によ
り前記画面を監視しながら前記位置的誤差を解消することを可能にすることによって、画
面内に表示されている目標物に対して水中航走体を高精度に移動させることができる。
【００４２】
　また、前記目標物と前記水中航走体との距離と方向をリアルタイムで認識し、前記操作
手段により前記位置的誤差を解消することによって、画面内に表示されている目標物に対
して水中航走体をリアルタイムに高精度に移動させることができる。
【００４３】
　また、水面に臨ませるブイ手段と、前記水中航走体と前記ブイ手段とを結ぶ信号ケーブ
ルとをさらに備え、前記信号ケーブルを介した水中有線通信により前記検知データを前記
ブイ手段に伝え、前記ブイ手段から前記監視手段に前記無線通信手段で電波を利用して前
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記検知データを伝送することによって、有線通信により水中での通信を高速化、高容量化
すると共に、無線通信により空中での通信範囲が限定されることを防ぎ、水中航走体の自
由度を増すことができる。
【００４４】
　また、前記水中航走体が位置計測手段を有し、前記位置計測手段による前記目標物との
相対的な位置情報を前記監視手段に伝え、前記操作手段による前記位置的誤差の解消に当
って前記位置情報も利用することによって、水中航走体と目標物との実測された相対的な
距離に応じて水中航走体の移動制御を行うことができる。
【００４５】
　また、前記検知手段を複数設けて前記位置計測手段を兼ね、前記検知と同時に前記位置
情報を取得することによって、ステレオ視画像等を用いて水中航走体と目標物との実測さ
れた相対的な距離に応じて水中航走体の移動制御を行うことが、簡単な構成でできる。
【００４６】
　また、前記位置設定手段で予め設定されたウェイポイントを記憶する記憶手段を前記水
中航走体に設け、記憶された前記ウェイポイントに従って前記自己位置推定手段を使用し
て前記目標物に向け前記水中航走体を航走させることによって、ウェイポイントに沿って
自律航走させ目標物に接近させると共に、それに起因する位置の誤差を修正しつつ水中航
走体を航走させることができる。
【００４７】
　また、前記監視手段に前記水中航走体の位置を測位する測位手段を設け、前記ウェイポ
イントに到達したと推定される前記水中航走体の位置を前記測位手段で測位し、前記測位
の結果に応じて前記監視手段から指示して前記水中航走体の位置を修正することによって
、監視手段による位置の測位に基づいて水中航走体の位置の誤差を低減するように航走さ
せることができる。
【００４８】
　また、前記操作手段による前記位置的誤差の解消結果を前記自己位置推定手段の修正に
利用する誤差修正手段をさらに備えることによって、位置的誤差の解消結果に基づいて誤
差修正手段により、水中航走体の自己位置推定手段の精度を上げて水中航走体を航走させ
ることができる。
【００４９】
　また、前記自己位置推定手段は、慣性航法装置、ドップラー速度計及び深度計の少なく
とも１つを有することによって、これらの装置を用いて水中航走体の自己位置を推定する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態における水中航走体の自己位置推定誤差補正システムの構成
概念図である。
【図２】本発明の実施の形態における水中航走体による目標物の検査の方法を説明する概
念図である。
【図３】本発明の実施の形態における水中航走体の構成ブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態における中継ブイの構成ブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態における基地船の構成ブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態における撮像画像に基づく水中航走体の移動制御を説明する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
＜水中航走体の自己位置推定誤差補正システム＞
　本発明の実施の形態における水中航走体の自己位置推定誤差補正システムは、図１に示
すように、水中航走体１００、中継ブイ２００及び基地船３００を含んで構成される。
【００５２】
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　水中航走体１００は、図２に示すように、水中を自律航走して、目標物である海底ケー
ブル等の検査対象物を検査するために使用される。水中航走体１００の利用範囲は、海中
に限定されず、河川、湖、池、沼等や人工のプール等で利用してもよい。中継ブイ２００
は、水中航走体１００と基地船３００との間の通信を中継するために使用される。基地船
３００は、水中航走体１００から検査に関する情報を受信すると共に、水中航走体１００
に対して自律航走のための情報を提供し位置的誤差を解消するための監視手段を備えて使
用される。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、基地船３００としたが、特に船舶に限定されるものではなく
、陸上に配置された基地局であってもよいし、水中に配置した水中母艦であってもよいし
、
空中を飛行する飛行体としてもよい。特に、水中に配置した水中母艦の場合、例えば、水
面近傍に水中母艦を配置し空中に臨ませたアンテナにより電波を利用して中継ブイ２００
と通信をすることや、完全に水中に配置し光通信を利用して中継ブイ２００や水中航走体
１００と直接通信することにより、画像や動画に関する情報（撮像データ）を取得するこ
とも可能である。
【００５４】
＜水中航走体の構成＞
　本発明の実施の形態における水中航走体１００は、図３の構成概念図に示すように、艇
体１０、航走手段１２、検査手段１４、撮像手段１６、自己位置推定手段１８、誤差修正
手段２０、記憶手段２２、位置設定手段２４及び通信手段２６を含んで構成される。水中
航走体１００は、例えば、自律型無人潜水機（ＡＵＶ）であるが、これに限定されるもの
ではない。
【００５５】
　艇体１０は、艇室等の空間を構成する密閉可能な構造体である。艇体１０は、金属や強
化プラスチック等により構成され、水中航走体１００の構成要素を機械的に支持する役割
も果たす。
【００５６】
　航走手段１２は、艇体１０を推進させるための駆動力を発生させ、艇体１０を上下左右
方向に旋回（回頭）させるための構成要素である。航走手段１２は、例えば、駆動力発生
のための機構として主推進器駆動モータ、プロペラ、回転軸等を含んで構成される。主推
進器駆動モータは、艇体１０に対して駆動力を与えるためのモータである。主推進器駆動
モータは、電池からの電力によって駆動制御信号に応じた回転数及びトルクで航走手段１
２の回転軸を回転駆動させる。これにより、駆動軸に接続されたプロペラが回転されて艇
体１０に推進力が与えられる。
【００５７】
　また、航走手段１２は、例えば、艇体１０を上下左右方向に旋回（回頭）させるための
舵を含む。垂直舵を艇体１０に対して右又は左に傾けることによって、艇体１０を左又は
右に回頭させることができる。垂直舵は、垂直舵駆動モータによって回転させることがで
きる。垂直舵駆動モータは、垂直舵制御信号に応じた角度になるように垂直舵を回転駆動
させる。水平舵を艇体１０に対して上又は下に傾けることによって、艇体１０を頭下げ（
ピッチダウン）又は頭上げ（ピッチアップ）させることができる。水平舵は、水平舵駆動
モータによって駆動することができる。水平舵駆動モータは、水平舵制御信号に応じた角
度になるように水平舵を回転駆動させる。なお、左右にそれぞれ個別の航走手段１２を設
けておき、垂直舵に依らず、左右の航走手段１２の推力のバランスを調整することにより
艇体１０を左右方向に旋回（回頭）させる構成としてもよい。
【００５８】
　検査手段１４は、水中航走体１００の目標物を検査するための構成要素を含んで構成さ
れる。検査手段１４は、目標物の検査するためのセンサを含んで構成される。例えば、目
標物が海底ケーブルである場合、検査手段１４は、ケーブルの破損を検出するための超音
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波センサ等を含むことができる。ただし、検査手段１４は、これに限定されるものでなく
、水中航走体１００の目標物を検査するための構成であればよい。検査手段１４で得られ
た検査結果に関する情報は通信手段２６へ送られる。
【００５９】
　また、検査手段１４に代えて、又は、検査手段１４に加えて、目標物を監視する監視手
段や目標物を修繕する修繕手段を備えるようにしてもよい。
【００６０】
　撮像手段１６は、艇体１０の外部を撮像するための構成要素を含んで構成される。撮像
手段１６は、例えば、静止画像を撮像するためのカメラ、動画を撮像するためのビデオ等
とすることができる。撮像手段１６で得られた画像や動画に関する情報（撮像データ）は
通信手段２６へ送られる。
【００６１】
　なお、図３に示すように、撮像手段１６を複数設けて、ステレオ視に基づいて艇体１０
と目標物との相対的な位置を取得できるようにしてもよい。当該相対的位置情報は、後述
する自己位置推定における誤差修正に利用することができる。
【００６２】
　また、本実施の形態として撮像手段１６を使用したが、基地船３００において水中航走
体１００の艇体１０と目標物を検知し、目標物との相対的な位置を確認できる情報を検知
データとして検知できる検知手段であればよい。例えば、艇体１０から音波を送出し、目
標物や水底からの音波の反射を検出して艇体１０と目標物との相対的な位置を確認できる
ソナーを用いてもよい。
【００６３】
　自己位置推定手段１８は、水中における艇体１０の現在位置を自己位置として推定する
ため構成要素を含んで構成される。自己位置推定手段１８は、例えば、プログラム可能な
マイクロコンピュータによって実現することができる。自己位置推定手段１８は、記憶手
段２２及び位置設定手段２４にアクセス可能である。
【００６４】
　記憶手段２２には、自己位置推定手段１８で使用されるデータ及び自己位置推定手段１
８で推定された艇体１０の水中での推定自己位置情報が記憶される。位置設定手段２４に
は、艇体１０が水中を航走する際の初期位置及び航走の経路を示すウェイポイント（潜航
点）が設定及び記憶される。ウェイポイントは、艇体１０が航走する目標となる水中の経
路を離散的な座標点で順に表した情報である。初期位置及びウェイポイントは、例えば、
緯度・経度及び水面からの深度の組み合わせで表すことができる。また、深度の代わりに
水底からの高さを用いてもよい。位置設定手段２４への艇体１０の初期位置及びウェイポ
イントの設定は基地船３００によって行うことができる。例えば、艇体１０の初期位置は
、基地船３００にある艇体１０のＧＰＳ計測位置を入力することによって設定することが
できる。位置設定手段２４への入力は、艇体１０に設けた位置設定手段２４の一部を構成
する入力手段を用いてもよいし、基地船３００側に入力手段を設けて位置設定手段２４に
繋いで入力してもよい。
【００６５】
　自己位置推定手段１８は、慣性航法装置として機能する。自己位置推定手段１８は、艇
体１０に設けられた加速度センサによって得られた艇体１０の加速度の２階の時間積分や
ドップラー速度計によって得られた艇体１０の速度の１階の時間積分を累積し、その累積
値を位置設定手段２４に記憶されている艇体１０の初期位置に加算することによって艇体
１０の現在の自己位置を推定する。また、艇体１０の深度については深度計を用いて推定
するようにしてもよい。自己位置推定手段１８において推定された現在の自己位置の推定
値は推定自己位置情報として記憶手段２２に記憶される。
【００６６】
　自己位置推定手段１８で推定された推定自己位置情報に基づいて艇体１０の航走制御が
行われる。位置設定手段２４に予め設定されたウェイポイントを順に読み出し、当該ウェ
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イポイントと自己位置推定手段１８で推定された艇体１０の自己位置との差が小さくなる
ように航走手段１２を制御する。
【００６７】
　航走手段１２の制御は、艇体運動モデルに基づいて行ってもよい。艇体運動モデルは、
ＡＵＶダイナミクスとも呼ばれ、水中における艇体１０の運動性能を表す運動方程式から
なる。具体的には、航走手段１２における主推進器駆動モータ、垂直舵、水平舵等の応答
特性や艇体１０の移動特性等に基づいて主推進器駆動モータ、垂直舵、水平舵等の制御を
行うようにしてもよい。
【００６８】
　なお、艇体１０の初期位置としてＧＰＳ計測位置を用いた場合には数ｍ程度の位置誤差
が含まれる可能性がある。また、自己位置推定手段１８による艇体１０の自己位置の推定
では数ｍ程度の位置誤差が累積される。
【００６９】
　誤差修正手段２０は、自己位置推定手段１８で推定された艇体１０の推定自己位置情報
の誤差を修正する構成要素を含んで構成される。誤差修正手段２０は、例えば、プログラ
ム可能なマイクロコンピュータによって実現することができる。マイクロコンピュータは
、自己位置推定手段１８と共通としてもよい。誤差修正手段２０は、記憶手段２２にアク
セス可能である。
【００７０】
　誤差修正手段２０は、撮像手段１６によって得られた撮像画像に基づいて基地船３００
から送信された誤差修正情報に応じて自己位置推定手段１８での艇体１０の自己位置の推
定の誤差に起因する位置誤差（位置的誤差）を修正して解消する処理を行う。すなわち、
基地船３００から誤差修正情報を受信すると、誤差修正手段２０は当該誤差修正情報で示
される誤差分だけ艇体１０の自己位置の位置誤差を修正する。これによって、航走手段１
２は修正された推定自己位置情報に応じて制御されることになり、艇体１０の初期位置の
設定に基づく位置誤差や自己位置推定手段１８における自己位置の推定における位置誤差
を補償することができる。
【００７１】
　なお、誤差修正手段２０において誤差修正情報に基づいて推定自己位置情報を修正した
場合、その後の自己位置推定手段１８における自己位置の推定処理において当該修正にお
ける修正量を続けて適用するようにしてもよい。これによって、誤差修正情報に基づいて
推定自己位置情報が一旦修正されて誤差が解消されると、その後の自己位置の推定におい
て解消結果である当該修正がそのまま適用され、水中航走体の自己位置推定手段の精度を
上げて自己位置の推定をより正しく行うことが可能になる。
【００７２】
　通信手段２６は、水中航走体１００と外部装置との情報の通信をするための構成要素を
含んで構成される。本実施の形態では、通信手段２６は中継ブイ２００との間の通信を行
う手段として利用される。水中の艇体１０と中継ブイ２００との間の通信方法としては、
信号ケーブル２８を通じた水中有線通信や音響信号を用いた水中無線通信等が挙げられる
。
【００７３】
　本実施の形態では、水中航走体１００は、中継ブイ２００を介して、撮像手段１６にお
いて撮像された水中の撮像画像を基地船３００へ送信する。さらに、水中航走体１００は
、基地船３００から当該撮像画像に基づいて生成された誤差修正情報を受信して、当該誤
差修正情報に応じて艇体１０の移動を制御する。したがって、水中航走体１００と中継ブ
イ２００との間の通信は高速であることが望ましく、音響信号を用いた水中無線通信でな
く、信号ケーブル２８による電気信号を用いた水中有線通信を用いることが好適である。
ただし、艇体１０の速度が遅い等の条件下において十分な通信時間を確保できる場合には
音響信号を用いた水中無線通信を適用してもよい。
【００７４】
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＜中継ブイの構成＞
　本発明の実施の形態における中継ブイ２００は、図４の構成概念図に示すように、ブイ
本体３０及び通信手段３２を含んで構成される。
【００７５】
　ブイ本体３０は、中継ブイ２００の空間を構成する構造体である。ブイ本体３０は、金
属や強化プラスチック等により構成され、中継ブイ２００の構成要素を機械的に支持する
役割も果たす。ブイ本体３０は、中継ブイ２００を水面に浮かべるための浮力を生じさせ
る機能も有する。
【００７６】
　通信手段３２は、中継ブイ２００と外部装置との情報の通信をするための構成要素を含
んで構成される。本実施の形態では、通信手段３２は水中航走体１００及び基地船３００
との間の通信を行う通信手段として利用される。
【００７７】
　水中を航走する艇体１０と水面に浮かぶ中継ブイ２００との間の通信方法としては、信
号ケーブル２８を通じた水中有線通信や音響信号を用いた水中無線通信等が挙げられる。
上記のように、本実施の形態では、信号ケーブル２８による電気信号を用いた水中有線通
信を用いることが好適である。有線通信により水中での通信を高速化、高容量化すること
ができる。
【００７８】
　基地船３００と中継ブイ２００との間の通信方法としては、電波等の通信方法を用いた
無線通信が挙げられる。具体的には、例えば、ＷｉＦｉ通信、ＵＨＦ通信、ＶＨＦ通信、
光通信、衛星通信等の無線通信が上げられる。水中航走体１００の移動範囲ができるだけ
制限されないようにするためには無線通信を適用することが好ましい。無線通信により空
中での通信範囲が限定されることを防ぎ、水中航走体１００の自由度を増すことができる
。すなわち、水中航走体１００が自由に航走でき広域に亘って作業効率の良い監視が可能
となる。ただし、移動範囲が限られている等の条件が満たされる場合には信号ケーブルに
よる有線通信を適用してもよい。
【００７９】
　なお、中継ブイ２００は、水中航走体１００の移動に連れて移動する構成とすることが
好適である。中継ブイ２００と水中航走体１００とが信号ケーブル２８によって有線接続
されている場合、水中航走体１００が移動すると信号ケーブル２８によって中継ブイ２０
０が引っ張られることによって中継ブイ２００を水中航走体１００に連動させることがで
きる。また、中継ブイ２００と水中航走体１００とが無線通信で接続されている場合、水
中航走体１００が移動すると水中航走体１００に連れて中継ブイ２００が自走できる構成
を備えるようにすることが好適である。
【００８０】
＜基地船の構成＞
　本発明の実施の形態における基地船３００は、水中航走体１００の母船となる船舶であ
る。基地船３００は、図５の構成概念図に示すように、艇体４０、測位手段４２、位置設
定手段４４、画像表示手段４６、連係手段５０、操作手段４８及び通信手段５２を含んで
構成される。
【００８１】
　艇体４０は、基地船３００の空間を構成する構造体である。艇体４０は、金属や強化プ
ラスチック等により構成され、基地船３００の構成要素を機械的に支持する役割も果たす
。また、艇体４０には基地船３００を移動させるための航走手段を設けてもよい。なお、
基地船３００の代わりに陸上に配置された基地局とする場合、艇体４０を設ける必要はな
い。また、基地船３００の代わりに空中を飛行する飛行体とする場合、艇体４０の代わり
に飛行体の機体としてもよい。
【００８２】
　測位手段４２は、基地船３００の現在位置を取得するための装置を含んで構成される。
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測位手段４２は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）等の測位手段とすることができる。ただし、これに限定されるものではなく、陸上に
配置されている基準点からの距離及び方位に応じて基地船３００の位置を測位できる構成
としてもよい。
【００８３】
　位置設定手段４４は、測位手段４２による測位の情報を水中航走体１００に設定するた
めの手段である。位置設定手段４４は、測位手段４２によって得られた基地船３００の測
位の情報を水中航走体１００の位置設定手段２４に初期位置の情報として設定する。すな
わち、基地船３００に水中航走体１００が搭載されている状態において、測位手段４２に
よる測位位置の情報を位置設定手段２４に水中航走体１００の初期位置として設定する。
また、位置設定手段４４は、水中航走体１００の位置設定手段２４にウェイポイントを設
定するためにも使用される。
【００８４】
　画像表示手段４６、操作手段４８及び連係手段５０は、基地船３００における監視手段
３０２を構成する。監視手段３０２は、目標物に対する水中航走体１００の位置を修正す
るための誤差修正情報を生成するために用いられる。
【００８５】
　画像表示手段４６は、水中航走体１００の撮像手段１６において撮像された画像を表示
する装置を含む。画像表示手段４６は、例えば、ディスプレイを含むことができる。画像
表示手段４６は、図６に例示するように、後述する通信手段５２を介して水中航走体１０
０から取得された画像情報に基づいて、水中航走体１００の撮像手段１６において撮像さ
れた水中の画像を表示する。基地船３００の搭乗者は、画像表示手段４６に表示された画
像を観ることによって、水中航走体１００が目標物に対してどのような位置にあるかを確
認することができる。
【００８６】
　図６は、左側に水中航走体１００と目標物４００との実際の状況を示し、右側のその状
況において画像表示手段４６に表示される撮像画像の例を示している。図６（ａ）は、水
中航走体１００の撮像手段１６による撮像範囲（カメラ視野）１０２内の左側に目標物４
００が僅かに含まれている状況を示している。この場合、画像表示手段４６に表示された
撮像画像の左隅に目標物４００の画像である目標物領域４０２が表示される。
【００８７】
　操作手段４８は、水中航走体１００の位置を修正する操作を行う手段である。操作手段
４８は、例えば、ジョイスティックやマウス等のポインティングデバイスを含んで構成す
ることができる。基地船３００に搭乗している管理者は、画像表示手段４６に表示された
画像を確認したうえで、操作手段４８を操作することによって連係手段５０において水中
航走体１００を移動させるための誤差修正情報が生成される。
【００８８】
　連係手段５０は、画像表示手段４６に表示されている画像と操作手段４８によって操作
される水中航走体１００に対する誤差修正情報とを連係させるための手段である。連係手
段５０は、例えば、プログラム可能なマイクロコンピュータによって実現することができ
る。マイクロコンピュータは、画像表示手段４６及び操作手段４８を制御するための制御
装置と共通としてもよい。連係手段５０は、操作手段４８の操作量に応じて水中航走体１
００の自己位置推定手段１８で推定された推定自己位置情報を修正するための誤差修正情
報を生成する。連係手段５０は、操作手段４８の操作量が大きい程、推定自己位置情報の
修正量が大きくなるような誤差修正情報を生成する。
【００８９】
　例えば、操作手段４８がジョイスティックやマウス等のポインティングデバイスである
場合、その操作量と方向に基づいて当該方向に向けて当該操作量に対応する距離だけ水中
航走体１００を移動させるように推定自己位置情報を修正する誤差修正情報を生成する。
また、例えば、操作手段４８が画像表示手段４６と一体化されたタッチパネルである場合
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、画像表示手段４６に表示された目標物領域４０２を画面内で移動（スワイプ）させた操
作量と方向に基づいて水中航走体１００を当該方向と反対の方向（目標物４００が撮像画
像内で移動させた方向に移動する方向）に向けて当該操作量に対応する距離だけ水中航走
体１００を移動させるように推定自己位置情報を修正する誤差修正情報を生成する。操作
量に対する水中航走体１００の移動距離の修正量の関係は予め設定しておけばよい。
【００９０】
　これによって、画面内に表示されている目標物に対して水中航走体を高精度に移動させ
、正しい位置に臨ませることができる。また、画面内に表示されている目標物に対して水
中航走体をリアルタイムに高精度に移動させることができる。
【００９１】
　なお、撮像画像内に目標物４００が写し出されていない場合、画像表示手段４６に表示
された画像によらず、操作手段４８の操作のみに基づいて誤差修正情報を生成するように
してもよい。例えば、管理者が操作手段４８を操作しないことによって、誤差修正情報を
生成しない、又は、推定自己位置情報の修正量が実質的に０になるような誤差修正情報を
生成するような処理としもよい。また、目標物４００上のウェイポイントに艇体１０が到
達した状態において画像表示手段４６に表示された撮像画像に目標物４００が写し出され
ていない場合、管理者が操作手段４８を操作することによって艇体１０の位置を修正でき
るようにしてもよい。
【００９２】
　通信手段５２は、水中航走体１００から基地船３００へ送信されてくる情報を受信した
り、基地船３００から水中航走体１００へ情報を送信したりするための装置を含んで構成
される。本実施の形態では、中継ブイ２００を介して水中航走体１００と基地船３００と
の間の通信が行われるので、基地船３００は中継ブイ２００の通信を行う無線通信手段と
して利用される。中継ブイ２００の通信が無線で行われる場合、通信手段５２は、電波等
の通信方法を用いた無線通信のための装置を含む。具体的には、例えば、ＷｉＦｉ通信、
ＵＨＦ通信、衛星通信等の無線通信装置を含めばよい。
【００９３】
　なお、本実施の形態では、管理者による操作手段４８の操作に基づいて連係手段５０に
て誤差修正情報を生成する態様としたが、管理者の操作に依らず連係手段５０（又は操作
手段４８）において自動的に誤差修正情報を生成するようにしてもよい。
【００９４】
　例えば、水中航走体１００から送信されてきた撮像画像を画像処理して、目標物４００
の特徴（形状、色等）から画像内において目標物４００が表示されている目標物領域４０
２を特定し、当該目標物領域４０２が撮像画像の中心に位置するように水中航走体１００
を移動させるための誤差修正情報を生成するようにしてもよい。すなわち、画像内におい
て画像の中心位置から現在の目標物領域４０２の位置のずれの方向及び大きさに基づいて
当該方向に向けて当該ずれ量に対応する距離だけ水中航走体１００を移動させるように推
定自己位置情報を修正する誤差修正情報を生成してもよい。
【００９５】
　このとき、撮像画像内における目標物領域４０２の大きさに基づいて水中航走体１００
の艇体１０と目標物４００との距離を求め、当該距離に応じて誤差修正情報によって推定
自己位置情報を修正する量を調整するようにしてもよい。すなわち、艇体１０と目標物４
００との距離が大きいほど、画像内における画像の中心位置から目標物領域４０２の位置
のずれ量に対する艇体１０の移動修正量が大きくなるように設定すればよい。
【００９６】
　なお、水中航走体１００が位置計測手段を搭載している場合、位置計測手段によって水
中航走体１００の艇体１０と目標物４００との相対的距離を測定してもよい。中継ブイ２
００を介して、水中航走体１００から基地船３００へ当該測定値を送信することで、水中
航走体１００の艇体１０と目標物４００との相対的距離に応じて誤差修正情報を生成して
もよい。
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【００９７】
　また、ウェイポイント上に到達した際に撮像手段１６によって撮像された海底画像及び
水中航走体１００の艇体１０の深度（高度）や姿勢情報から水中航走体１００と目標物４
００との位置のずれ量を計算し、当該ずれ量に基づいて誤差修正情報を生成してもよい。
【００９８】
　また、水中航走体１００に撮像手段１６を複数設けてステレオ視画像を撮像できる場合
、当該ステレオ視画像に基づいて艇体１０と目標物４００との相対的な位置を算出しても
よい。中継ブイ２００を介して、水中航走体１００から基地船３００へ複数の撮像手段１
６による撮像画像を送信することで、当該撮像画像に基づいてステレオ視画像を生成し、
当該ステレオ視画像に基づいて水中航走体１００の艇体１０と目標物４００との相対的距
離を求める。そして、水中航走体１００の艇体１０と目標物４００との相対的距離に応じ
て誤差修正情報を生成してもよい。ステレオ視画像等を用いて水中航走体と目標物との実
測された相対的な距離に応じて水中航走体の移動制御を行うことが、簡単な構成でできる
。
【００９９】
　これによって、図６（ｂ）に示すように、ウェイポイントに沿って自律航走させ目標物
に接近させると共に、それに起因する位置の誤差を修正しつつ、撮像手段１６によって撮
像される撮像範囲１０２の中心に目標物４００が位置するように水中航走体１００の艇体
１０を移動させることができる。したがって、水中航走体１００による目標物４００の検
査、監視、修繕等の精度や効率を上げて適切に行うことが可能になる。
【０１００】
　また、例えば、水中航走体１００において撮像を連続して撮像できる場合、水中航走体
１００が航走中であっても、自己位置推定手段１８における推定自己位置と撮像画像の連
結画像（モザイク画像）による自己位置推定値の差から水中航走体１００の位置のずれを
計算するようにしてもよい。この場合、当該ずれに応じて推定自己位置情報を修正するた
めの誤差修正情報を生成すればよい。すなわち、ずれの方向及び大きさに基づいて当該方
向に向けて当該ずれ量に対応する距離だけ水中航走体１００を移動させるように推定自己
位置情報を修正する誤差修正情報を生成してもよい。
【０１０１】
　これによって、水中航走体１００の位置のずれに応じて水中航走体１００の艇体１０の
移動を修正することができる。
【０１０２】
　なお、連係手段５０（又は操作手段４８）において自動的に誤差修正情報を生成する場
合、画像表示手段４６に撮像画像を表示させることによって管理者に状況を把握させる必
要がないので、画像表示手段４６に実態としての画像を表示しないようにしてもよい。
【０１０３】
　以上のように、本実施の形態によれば、水中航走体１００の自律走行における自己位置
の推定の誤差を低減することができる。これによって、水中航走体による水中の目標物の
検査、監視、修繕等において、自己位置の推定誤差を修正することで作業効率を高めるこ
とができる。
【０１０４】
　ここで、水中航走体１００と中継ブイ２００との間を有線通信とすることで、水中を音
響信号で伝達する方法に比べて高速で通信を行うことができる。これによって、撮像画像
を基地船３００に伝達し、当該撮像画像に基づいて基地船３００から水中航走体１００の
位置の修正を高い反応速度でほぼリアルタイムに行うことができる。なお、基地船３００
と中継ブイ２００との間を無線通信とすることで、有線通信を適用した場合に比べて水中
航走体１００の移動可能範囲を拡げることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、自律型水中航走体における高精度の航走制御や目標物の監視等に適用するこ
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とができる。例えば、水中航走体による水中の目標物の検査、監視、修繕等において、自
己位置の推定誤差を修正することで作業効率を高めることができる。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　艇体、１２　航走手段、１４　検査手段、１６　撮像手段(検知手段)、１８　自
己位置推定手段、２０　誤差修正手段、２２　記憶手段、２４　位置設定手段、２６　通
信手段、２８　信号ケーブル、３０　ブイ本体、３２　通信手段、４０　艇体、４２　測
位手段、４４　位置設定手段、４６　画像表示手段、４８　操作手段、５０　連係手段、
５２　通信手段、１００　水中航走体、１０２　撮像範囲（カメラ視野）、２００　中継
ブイ(ブイ手段)、３００　基地船、３０２　監視手段、４００　目標物、４０２　目標物
領域。
 
 

【図１】 【図２】
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